
当法人の施設等で働きたいと思う方に対し、
『奨学金返還アシスト』の制度を実施しています。
【奨学金返還アシスト制度】

対　象 当法人の施設等で常勤職員として勤務することを希望される方。
※申請日の属する年度の4月1日において、40歳未満の方。

金　額 返済支援助成金貸与額 月額30,000円以内（年額360,000円以内）。

期　間 返済支援助成金の貸与期間は、奨学金の返還を開始すべき月から10年間を限度。

返還免除 助成金貸与終了後、一定の期間勤務した場合（従事必要期間）、助成金の返済の免除。
貸与期間5年以下の場合、従事必要期間3年
貸与期間5年以上の場合、従事必要期間5年

社会福祉法人さゆり会　法人本部事務所
〒853-0021　長崎県五島市下崎山町699番地
TEL : 0959-75-5515　　mail : 5sayuri7＠fctv-net.jp

【連絡先】

あなたの夢を応援しますあなたの夢を応援します
奨学金返還アシスト制度で

詳しくは、社会福祉法人さゆり会までご連絡ください。



〇ショートステイ 家族が冠婚葬祭等で留守をする場合に入所できる施設です。入浴、排泄、食事等の介護、リハビリ等を行います。

〇特別養護老人ホーム 常に介護が必要でご自宅での介護が困難な方が入居される施設です。

〇養護老人ホーム 自律した日常生活を営み、社会活動に参加するための必要な指導や訓練をする施設です。

〇グループホーム 認知症の方が、家庭雰囲気の中で少人数で共同生活を送り自立した日常生活が送れるように支援する施設です。

「住まい」のサービス

〇デイサービス ご自宅から日帰りで送迎バスを利用して通っていただき、入浴、排泄、食事、リハビリ等のサービスを提供します。

「通い」のサービス

悩み相談
ご自宅での日常生活のために、必要なサービスが適切に利用できるよう、他のサービス事業所との連絡調整等をおこないます。〇老人介護支援センター
在宅での日常生活のために、必要なサービスが適切に利用できるよう居宅サービス計画書を作成し、サービス事業所との連絡調整等をおこないます。〇居宅介護支援事業所

「訪問」のサービス
訪問介護員がご自宅へ訪問し、炊事や洗濯、掃除などの生活援助や入浴、通院などの介助もおこないます。〇訪問介護 
看護師や作業療法士等がご自宅を訪問し、主治医の指示のもとご自宅での療養をお手伝いします。〇訪問看護
一人暮らしの高齢者の方や高齢者世帯に栄養のバランスのとれた食事をお届けします。〇配食サービス

〇生活介護
日常生活能力を高めるために、個別支援計画に基づいて日常生活全般をサポートします。

〇就労継続支援B型
ある程度の作業能力はあるが、一般就労するには自信がないという方々に必要な指導訓練を行います。

〇地域活動支援センターⅠ型
障がいを持たれた方の生活面のサポートや交流の場の提供を行っています。事業所はサロンとして開放し、憩いの場としてもご利用頂いています。

日中サービス 通所により、障がいを持たれた方の目的にそった活動の機会を提供します。

〇相談支援事業
障がいを持たれた方やその介護を行っている方の相談や支援を行っています。電話でのご相談は24時間対応となっております。

相談サービス 障がいを持たれた方や、そのご家族のご相談に応じます。

居住サービス 障がいを持たれた方が地域で安心した生活が送れるように支援します。
〇共同生活援助

共同生活住居において、日常生活上の支援を受けながら安心して地域生活を送る場所です。休日・夜間にも常時必要な支援が受けられます。

児童福祉

社会福祉法人さゆり会

保育方針
生活のリズムを大切に
子ども自ら遊びを選んで
異なる年齢の子どもとの関わり
地域に開かれた保育

「食」に通じた保育

高齢者福祉

障がい者福祉

経営理念 先駆・共生

崎山保育園
崎山児童クラブ

保育所
放課後児童健全育成事業

こもれびの舎保育園
こもれびの舎児童クラブ

保育所
放課後児童健全育成事業

ひまわりルーム
あゆみの舎

児童発達支援
放課後等デイサービス

保育所等訪問支援
日中一時支援サービス事業 

ひまわりルーム
ことばが遅い、運動が苦手、落ち着きがない、集団
行動が苦手、友達とうまく遊べないなどの心配が
あるお子さんに運動・感覚遊び、集団活動を通じて
心身の発達を促します。

児童・高齢者・障がい者の、全世代に対応した総合福祉サービスを提供しており、
社会人として幅広い視野を養う事ができます。

あなたの夢を応援しますあなたの夢を応援します


